
西表島全体における観光管理のあり方（コンセプト）（案）

西表島部会

※地域住民による狩猟、祭事や慣例的な利用には例外措置を検討する

（西表島全体における持続可能な観光のための
観光管理の基本方針）

※現時点では海域を除き陸域に関する考え方を示す

西表島全体としての
観光利用の受け入れ
容量の設定と適正化
方策

目的：西表島の自然を損なうことなく持続的に利用し、将来にわたって自然からの恵みを得る

＜推進組織・体制＞

■竹富町観光案内人条例（仮称）
・ガイド事業者の届出、登録制度
・定期更新、罰則規定、優良事業
者表彰等の規定

図 西表島における観光管理の基本的な考え方（概念図）

①自然環境の保全を前提とした持続可能な利用 ②適正利用のルール等の作成・遵守
③モニタリングを通じた取組の質の向上 ④ガイドの質の向上と安全かつ魅力的な体験の提供
⑤地域文化や生活の尊重 ⑥観光を通じた地域づくりの推進 ⑦西表島エコツーリズムの情報発信

＜西表島における持続的観光マスタープラン（仮称）＞

：

・世界自然遺産
としての西表島
の管理

適正利用とエコ
ツーリズム推進
体制構築に向け
た検討会
・西表島ｴｺﾂｰﾘ
ｽﾞﾑｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
（仮称）の策
定主体

検討 検討・策定

・西表島全体
の持続的観光
マスタープラ
ン（仮称）の
検討主体

西表島におけ
る持続的観光
マスタープラ
ン策定作業部
会（仮称）

※個々のフィールドの取扱いについては利用実態等を踏まえて調整していく

※私有地にあるフィールド（クーラ川等）の取扱いについては要検討

エリア設定 利用原則 管理手法

特に厳格な利用規制が
必要なフィールド

（候補例：ﾋﾅｲ地域等）

法制度に基づく
行為規制・立入

制限を行う

・エコツーリズム推進法に基づく特定自然観光資
源の設定により、法制度に基づき来訪者管理を行
う。

国有林内で管理者のい
る歩道・フィールド

（管理者としては、行
政機関やガイド事業者
の統括組織を想定）

管理者の設定し
たルールに従っ

て利用

・届出手続きを義務化し、窓口機関や提出ポスト
等の設置、周知徹底を行い、利用者数を把握する。

・利用者数と利用影響の度合いをモニタリングし、
その結果に応じて利用ルールの設定や見直しを行
うことで、フィールドの荒廃を防ぐ。

＜利用ルール等の周知徹底＞
・主要な交通、利用拠点にて
掲示や配布物により周知

・現地にて看板等で明示

【根拠となる制度】

＜西表島エコツーリズム
ガイドライン（仮称）＞

【体験利用フィールドのエリア設定と管理の基本的考え方】

基本
方針

西表島の持続的観光の目標像：

（体験利用フィールドに
おける観光管理）

※作業部会にて検討

原則として観光利用の対象外上記以外の国有林内のフィールド

ガイド事業者の統括組織

・フィールドの運用管理の中心となる実施主体
・観光関係団体、ガイド事業者等により構成さ
れ、理事会によって運営される。

・エコツーリズム推進法に基づく法定
協議会であり、エコツーリズム推進
全体構想の策定主体

・有識者、地元関係団体、行政機関等
で構成される

・ガイド事業者の統括組織への助言を
行う

行政機関

窓口機能
等の委託

助言
報告

西表島エコツーリズム推進協議会

ガイド事業者・
観光関係団体

参加

※点線枠は時限付きの検討主体

■エコツーリズム推進法
・全体構想で自然観光資源の利用
ルールやﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制等を規定

■イリオモテヤマネコ交通事故対
策条例（仮称）

・ﾔﾏﾈｺの人馴れ防止や事故対策

■西表島等特定観光資源保護条例
（仮称）

・特定自然観光資源の指定及び制
限行為、立入人数制限等の規定

条例の内容
を検討する
ための委員
会を設置

検討

観光形態別の受け入
れ方針の設定及び計
画的誘導の方策

観光に伴う環境や地
域社会への影響の低
減と利益還元の方策

持続的観光に向けた課題解決のための方策

持続的観光の達成状況
を確認するための方法

観光の収容力

入域管理の方策

周遊・体験型観光の方針
設定と誘導方策

日帰り・宿泊型観光の方
針設定と誘導方策

インフラの整備

利用者負担の方策

将来的に協
議会に移行

西表島の持
続的な利用
について相
互に連携

マスタープラン
の策定に特化し
た下部組織

将来的にエコツーリズム推進全体構想へと位置付け

地域経済への波及の方策
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